
7．病院群の構成等 様式Ａ－10別表

基幹型又は地域密着型臨床研修病院の名称（所在都道府県）：立川相互病院 （東京都）

所在都道府
県

二次医療圏 名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追加・
削除

名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追加・
削除

名称 新規 名称 定員

東京都 北多摩西部
埼玉県 東部

医療法人財団健和会
みさと健和病院
(病院施設番号:030122)

栃木県 県東・央
宇都宮協立診療所
(病院施設番号:032584)

立川相互病院初期臨
床研修プログラム

7

千葉県 東葛北部
医療法人財団東京勤労者医療会
東葛病院
(病院施設番号:030162)

東京都 北多摩南部
府中診療所
(病院施設番号:032649)

神奈川県 川崎南部
川崎医療生活協同組合
川崎協同病院
(病院施設番号:030273)

東京都 南多摩
八王子共立診療所
(病院施設番号:032652　)

山梨県 中北
社団法人山梨勤労者医療協会
甲府共立病院
(病院施設番号:030337)

東京都 区西部
中野共立病院附属
中野共立診療所
(病院施設番号:032658)

長野県
松本保健医
療圏

社会医療法人中信勤労者医療協会
松本協立病院
（病院施設番号：030355）

東京都 北多摩西部
立川相互病院付属
子ども診療所
(病院施設番号:032665)

東京都 区西北部
医療法人財団健康文化会
小豆沢病院
(病院施設番号:030993)

東京都 北多摩西部
大南ファミリークリニック
(病院施設番号:032692)

東京都 区南部
医療法人財団城南福祉医療協会
大田病院
(病院施設番号:031028)

東京都 北多摩西部
昭島相互診療所
(病院施設番号:032694)

東京都 区西北部
東京ほくと医療生活
王子生協病院
(病院施設番号:031126)

東京都 北多摩西部
立川相互ふれあいクリニック
(病院施設番号:036387)

埼玉県 東部
医療法人財団東京勤労者医療会
みさと協立病院
(病院施設番号:031380)

東京都 北多摩西部
東京都多摩立川保健所
(病院施設番号:036414)

東京都 区西南部
医療法人財団東京勤労者医療会
代々木病院
（病院施設番号：031447）

東京都 北多摩南部
国分寺ひかり診療所
(病院施設番号:086149)

東京都 区西部
社会医療法人社団健友会
中野共立病院
(病院施設番号:031452)

東京都 西多摩
羽村相互診療所
(病院施設番号:　　　　　)

東京都 区西北部
医療法人社団翠会
陽和病院
(病院施設番号:031455)

東京都 南多摩
日野台診療所
(病院施設番号:　　　　　)

東京都 区西北部
東京保健生活協同組合
大泉生協病院
(病院施設番号:031458)

東京都 北多摩西部
谷保駅前相互診療所
(病院施設番号:　　　　　)

神奈川県 横浜北部
財団法人横浜勤労者福祉会
汐田総合病院
(病院施設番号:031486)

東京都 北多摩西部
社会医療法人社団健生会
立川相互錦町クリニック
（病院施設番号：　　　）

東京都 北多摩南部
医療法人社団碧水会
長谷川病院
（病院施設番号：034088）

静岡県 西部 削除
医療法人社団静岡健生会
浜松佐藤町診療所
(病院施設番号:035274　)

東京都 南多摩
医療法人財団青溪会
駒木野病院
(病院施設番号:041540)

東京都 北多摩西部
社会医療法人社団健生会
あきしま相互病院
（病院施設番号：056472）

研修プログラム基幹型又は地域密着型臨床研修病院 協力型臨床研修病院 臨床研修協力施設

社会医療法人社団
健生会
立川相互病院
(病院施設番
号:030238)



病院群を構成する臨床研修病院及び研修協力施設（病院又は診療所に限る）が同一の二次医療圏又は同一の都道府県を越えている場合は、その理由を以下に記載。　

※　該当する項目について、上から病院施設番号順に詰めて記入すること。

※　病院群を構成するすべての基幹型病院、地域密着型病院、協力型病院及び臨床研修協力施設（今回の届出により削除しようとするものを含む。）の所在都道府県、二次医療圏、名称をそれぞれの「所在都道府県」、

　　「二次医療圏」、「名称」欄に記入（既に病院施設番号を取得している研修病院等は番号を「名称」欄に記入）した上で、それぞれの施設が新たに臨床研修協力病院（協力施設）となる場合は

　　「新規」欄に「○」を記入し、また、臨床研修病院（協力施設）を追加又は削除する場合にはそれぞれの施設が以前の病院群に追加されるか以前の病院群から削除されるかにより「追加・削除」

　　欄に「追加」又は「削除」を記入すること。

※　当該病院群に係るすべての研修プログラムの名称及び募集定員（自治医科大学卒業生分等マッチングによらないものを含む）を「研修プログラム」欄に記入すること。

・東葛病院、甲府共立病院、みさと協立病院、代々木病院、中野共立病院、陽和病院、大泉生協病院、長谷川病院、駒木野病院、宇都宮協立診療所、中野共立診療所、国分寺ひかり診療
所、八王子共立診療所はこれまでに実際に研修ローテートを研修医が選択した医療機関であり、当院にない医療機能を持つことから、省令に示される正当な理由に合致すると考える。

・みさと健和病院、川崎協同病院、松本協立病院、小豆沢病院、大田病院、王子生協病院、汐田総合病院、府中診療所、羽村相互診療所、日野台診療所は同一の二次医療圏を越えている
が、研修プログラムおよび制度上に定められた研修目標を達成し、また研修医の選択希望を保障するうえで連携の維持を継続するのものである。

・研修病院・研修協力施設は基幹型病院と同一の医療団体連合会に加盟する医療機関であり、研修制度発足以前から合同の研修医講習会や世代別の研修振り返り等を通じて、研修上の強い
連携を保っており、省令に示される正当な理由に合致すると考える。


